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大潟村農協

省令第１６号の２１様式記載要領
１　この申請書は継続して免税証の交付を受けようとする場合において、交付を受けようとする道府県知事に免税軽油使用者証を提示して一通提出すること。
２　「※処理事項」欄は、申請者において記載することを要しないこと。
３　「機械、車両又は設備名（番号）」欄には、免税軽油使用者証に記載された機械、車両又は設備の番号又は名称を記載すること。なお、共同申請の場合には、省令第１６号の２２様式の記載のみをもって足りるものであること。


免税証及び免税軽油使用者証の受領に関する委任
この申請に係る免税証及び免税軽油使用者証の受領を次の者に委任します。
受任者　大潟村農業協同組合給油所長　　　　　　　　委任者　　　　　　　　　　　　　　　　　　
